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計画処理量の検討 
 

まず計画処理量の設定（現状整理及び減量目標の設定、将来人口の設定、将来ごみ量の推計）を行い

ます。なお、海洋プラスチック対策に係る世界的な動向や、国の施策を踏まえた対応については今後の

検討課題となります。 

 
１ 計画処理量の設定 

計画処理量は、以下のとおりとします。 

 
（１）計画処理対象物 

新施設の計画処理対象物は、現有施設と同様、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資源ごみ」、

「粗大ごみ」及び「一斉清掃ごみ」とします。ただし、「下水汚泥由来燃料等」及び産業廃棄物の内数

としての「下水汚泥」は、将来的には受け入れないため、計画処理対象物からは除外します。 

 

ア ごみ処理施設 

ごみ処理施設では、以下の(ア)～(エ)のごみ種を対象とします。 

(ア) 燃やせるごみ 

現有施設において「燃やせるごみ」（家庭系・事業系）として処理しているものは、新施設におい

ても処理対象とします。（事業系ごみのうち、産業廃棄物については、一般廃棄物の処理に支障の

ない範囲で受け入れます。） 

(イ) 可燃物（破砕選別施設での処理残渣） 

破砕選別施設において「燃やせないごみ」「粗大ごみ」「不燃系一斉清掃ごみ」の破砕・選別後

に発生する残渣、缶・びん・ペットボトルの選別処理後に発生する残渣を処理対象とします。 

(ウ) 可燃系一斉清掃ごみ 

地域清掃等で発生する一斉清掃ごみのうち可燃性のものは、ごみ処理施設のごみピットに投入

し、焼却処理します。 

(エ) 災害廃棄物 

国の指針に沿って「災害廃棄物」を処理対象とします。その場合、災害時に発生する災害廃棄

物のうち、「可燃物」を出来る限り受け入れます。そのため、施設の処理能力として、災害廃棄物

の処理が可能な余力を確保する必要があります。 

 

イ 破砕選別施設 

破砕選別施設では、以下の(ア)～(カ)のごみ種を対象とします。 

なお、基本的には分別品目や収集方法は現在と同様とし、収集後の貯留方法や処理方法を変更す

ることにより、資源化の促進を図ります。 

(ア) 缶・びん・ペットボトル 

現有施設において「缶・びん・ペットボトル」として処理しているものは、新施設においても

処理対象とします。 

(イ) プラスチック製容器包装 

現有施設においては「プラスチック製容器包装」を分別処理していませんが、一般廃棄物処理
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基本計画において「分別の可能性について検討を行う」としていることから、新施設において処

理対象となる可能性を考慮します。 

(ウ) 燃やせないごみ 

現有施設において「燃やせないごみ」として処理しているものは、新施設においても処理対象

とします。 

(エ) 粗大ごみ 

粗大ごみは、一旦ヤードで受け入れ、再使用可能な物は別途保管し、危険物、有害物や適正処

理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収を図り、残ったもののうち、不燃性のもの

は破砕選別施設で処理します。（木質系のタンス類やふとん類等の可燃性のものは、ごみ処理施設

に転送し、可燃性粗大ごみ破砕機において処理します。） 

(オ) 不燃系一斉清掃ごみ 

地域清掃等で発生する一斉清掃ごみのうち不燃性のものは、破砕選別施設で処理します。 

(カ) 災害廃棄物 

国の指針に沿ってごみ処理施設と同様に「災害廃棄物」を処理対象とします。その場合、災害

時に発生する災害廃棄物のうち、家財道具や「柱角材」（破砕物）を出来る限り受け入れます。そ

のため、施設の処理能力として、災害廃棄物の処理が可能な余力を確保する必要があります。 
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（２）現状の処理フロー 
以下に平成 30年(2018年)度実績における処理フローを示します。 

 
図 1 ごみ処理フローの実績（平成 30年(2018 年)度実績） 
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2,789.2 kg/日
1,018 t
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総資源化量
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集団回収量
直接資源化量

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計

総排出量（集団回収除く）
1人1日当たり排出量（資源ごみ除く）
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総排出量（集団回収除く）

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く）
1事業所1日当たり燃やすごみ量

総排出量
1日当たり排出量
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家庭系-カレット
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家庭系-古布
（集団回収） 223 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 4 t
びん・缶・その他金属

（集団回収）
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資源化

家庭系-アルミ缶
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家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

排出量

家庭系ごみ

事業系ごみ

産業廃棄物

リサイクル率

民間事業者 7,350 t
資源化

家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 1,245 t
家庭系-段ボール
（集団回収） 900 t

家庭系-牛乳パック
（集団回収） 19 t

家庭系-布類
（収集） 176 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 3,114 t
家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

5,501 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 569 t
家庭系-段ボール
（収集） 380 t
家庭系-紙パック
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家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）
44 t 民間事業者 44 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 721 t
家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,849 t 民間事業者

家庭系ごみ - 店頭回収
904 t 民間事業者 904 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等
34 t 民間事業者 34 t

資源化

未処理分

家庭系ごみ - プラスチック製容器包装
0 t 0 t 0 t

容器包装プラスチックからの資源物
（資源化）

破砕選別施設 - 資源系
家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

2,776 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ
647 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,776 t

家庭系ごみ - びん・缶・ペットボトル
2,776 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（不燃）
322 t

2,102 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの

資源物（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 19 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ
19 t産廃-直接埋立 0 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 915 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ
1,553 t -0.5 t事業系-燃やせないごみ
（直搬） 638 t

1,536 t

焼却施設ピット分
下水汚泥由来

燃料等

直接埋立

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,979 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ
4,515 t 破砕選別施設 - 破砕系家庭系-燃やせないごみ
（直搬）

5,703 t

1,353 t

家庭系ごみ - 小動物の死体
8 t 369 t

焼却鉄
（資源化）

6,340 t 0 t 9,220 t

13,486 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（可燃）
397 t

不燃・粗大・びん缶ペットからの
不燃・不適物

37 t

可燃物

12,096 t
産廃-下水汚泥 537 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ
1,000 t 明石市一般廃棄物最終処分場

産廃-下水し渣 196 t
産廃-自己搬入（植物性残渣） 266 t

セメント化
（資源化）

事業系-燃やせるごみ
（直搬） 4,536 t
6,002 t

未処理分
事業系-燃やせるごみ
（許可） 27,679 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ
32,215 t 370 t

大阪湾広域臨海環境整備センター
（焼却灰・ばいじん処理物埋立）

家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 73 t
焼却施設

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 53,048 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ
53,121 t 焼却灰 3,870 t

96,291 t
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（３）減量目標の設定 
平成 28 年 5 月に策定した「明石市一般廃棄物処理基本計画」の目標値及びその達成状況は以下の

とおりです。目標１「ごみ処理量の削減」については、計画策定時の基準年度である平成 26年(2014

年)度より改善はしていますが、中間目標の達成見込みとしては厳しい状況です。また、目標２「最終

処分量の削減」、目標３「リサイクル率の向上」については、基準年度より数値が悪化しています。 

 

表 1 「明石市一般廃棄物処理基本計画」の目標値及びその達成状況 

現計画における目標値   実績  

 令和 2年 

(2020年)度 

【中間年度】 

令和 7年 

(2025年)度 

【目標年度】 

平成 26年 

(2014年)度 

【基準年度】 

平成 30年 

(2018年)度 

〔目標１〕ごみ処理量の削減 

① クリーンセンターでの処理

量（市ごみ処理量） 

※産業廃棄物は除く 

82,924t 80,000t 97,025t 95,546t 

（△） 

② 家庭系燃やせるごみの 1人

1日当たり排出量 

※住民基本台帳人口ベース 

437.5g/人・日 425g/人・日 510g/人・日 481g/人・日 

（△） 

③ 事業系の市ごみ処理量 

※産業廃棄物は除く 

30,239t 30,000t 35,041t 33,768t 

（△） 

〔目標２〕最終処分量の削減 

最終処分量 

 

11,562t 10,000t 16,392t 17,356t 

（×） 

〔目標３〕リサイクル率の向上 

リサイクル率 

 

17.7% 19.2% 12.6% 11.0% 

（×） 

△：改善はしているが、目標の中間年度の数値達成に向けた進捗としては遅れているもの。 
×：基準年度よりも悪化しているもの。 
 

新ごみ処理施設施設整備事業への交付金制度では、ごみ減量が求められています。減量目標は、具

体的には一般廃棄物処理基本計画の改定時に、環境審議会において審議いただく予定ではありますが、

近隣自治体では「20%削減」を目標として設定されており、本市でも同程度の目標設定が必要になると

考えています。 

本計画では、新ごみ処理施設の計画目標年次を令和 15年(2033)年度（稼働 7年後相当）と設定し、

それまでの減量目標として、平成 30 年(2018 年)度の実績値から、燃やせるごみ量及び燃やせないご

み量をそれぞれ約 20%削減することとします。 
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（４）計画処理量の設定 

 
ア 将来人口の推移・予測 

平成 27年（2015年）12月に策定した「明石市人口ビジョン」は、2010年国勢調査結果を使用し

推計を行っておりましたが、本計画における計画処理人口に設定にあたっては、明石市人口ビジョ

ンの考え方を基にして、最新の 2015 年国勢調査結果の社会動態を反映し、より実績値（令和元年度

比）に近い将来人口を用いることとします。 

 

※1 推計人口：国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳に基づく月間の移動数(出生・死亡・転出入等)の増減

より推計した数値。 

※２ 実績値は、各年度 10月 1日時点の推計人口の数値。 

 
 

 

                              ※ 青字は比例按分補完 

実績値 人口ビジョン推計 採用値

※各年10月1日の推計人口 推計人口ベース 人口ビジョンの実績修正版

2009年度 平成21年度 293,299

2010年度 平成22年度 290,959

2011年度 平成23年度 290,856

2012年度 平成24年度 290,657

2013年度 平成25年度 290,909

2014年度 平成26年度 291,357

2015年度 平成27年度 293,409 293,000 293,409

2016年度 平成28年度 293,710 293,764 294,519

2017年度 平成29年度 295,908 294,529 295,629

2018年度 平成30年度 297,920 295,293 296,738

2019年度 令和元年度 299,094 296,058 297,848

2020年度 令和２年度 296,822 298,958

2021年度 令和３年度 295,767 298,996

2022年度 令和４年度 294,713 299,034

2023年度 令和５年度 293,658 299,072

2024年度 令和６年度 292,604 299,110

2025年度 令和７年度 291,549 299,148

2026年度 令和８年度 290,908 298,960

2027年度 令和９年度 290,267 298,771

2028年度 令和10年度 289,627 298,583

2029年度 令和11年度 288,986 298,394

2030年度 令和12年度 288,345 298,206

2031年度 令和13年度 287,456 297,773

2032年度 令和14年度 286,566 297,341

2033年度 令和15年度 285,677 296,908

2034年度 令和16年度 284,787 296,476

2035年度 令和17年度 283,898 296,043

2036年度 令和18年度 282,883 295,393

2037年度 令和19年度 281,868 294,743

2038年度 令和20年度 280,853 294,094

2039年度 令和21年度 279,838 293,444
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イ 事業所数の推移・予測 

実績値として、経済センサス調査結果の数値を示します。なお、平成 29 年(2017 年)度以降の事

業所数は、直近の実績値で一定とします。 

※平成 21年経済センサス基礎調査（平成 21年 7月 1日時点）を平成 21年(2009年)度、平成 24年経済センサス活

動調査（平成 24 年 2 月 1 日時点）を平成 23 年(2011 年)度、平成 26 年経済センサス基礎調査（平成 26 年 7 月 1

日時点）を平成 26年(2014年)度、平成 28年経済センサス活動調査（平成 28年 6月 1日時点）を平成 28年(2016

年)度の数値として使用します。 
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ウ ごみ量の推計方法 

ごみ量の推計方法は『ごみ処理基本計画策定指針』（平成 28年 9月改定、環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部）に基づき、トレンド法を用いるものとします。本計画においては、次の 6種類

の推計式を用います。 

 線形近似 

 放物線近似 

 対数近似 

 累乗近似 

 指数近似 

 ロジスティック近似 

上記 6つの推計式による推計結果から、いずれを採用するかについては、 

 過去の推移から現実的ではない過大（過小）な予測結果を避ける 

 近接した推計結果の中で比較的中位にあるものを採用する 

 相関係数の高いものを採用する 

などの考え方があります。また、いずれの推計式も採用に適さない場合は、(1)実績直近値で一定、

または(2)平均値で一定とする方法が考えられます。 

※ 直近値採用と平均値採用の考え方：実績値の推移において変動が小さい場合や、変動が大きくても一定の傾向が見ら

れる場合は直近値を採用します。実績値の推移において上下が大きい変動を示す場合は平均値を採用します。 

本計画では、これらの考え方及び過去の実績の推移等から総合的に勘案して、最も適当と考えら

れる推計結果を採用しました。 

 

 

【参考】 

ごみ量等の推計で使用する推計式は、一般的に以下のようなものがある。 
 

①線形近似（直線式、一次傾向線） 

線形近似の推計式は、以下の式によって表される。過去の実績とその年度における y の残差が最小二乗法によっても

っとも最小となる a、b を求めることにより推計式が導かれる。傾き（a）が一定のため、増加（減少）の割合が将来に

わたって一定となる。過去の実績が近年急激に変化している場合には、少し穏やかな推計となる傾向がある。 
 

y = ax + b 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

②放物線近似（二次傾向線） 

放物線近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差

が最小二乗法によってもっとも最小となる a、b、cを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は過去の実績との当てはまりがよく、相関係数も高い値となることが多いが、推計期間が長い場合、将来

のごみ量がマイナスになったり、極端に増加したりすることがあり、一般的には採用されない場合が多い。 
 

y = ax2 + bx + c 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b、c：変数 
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③対数近似 

対数近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、計画年数が経つにつれて次第にその変化が緩和されてくる。 
 

y = alogex + b 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

④累乗近似 

累乗近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は計画年数が経つにつれて次第にその変化が緩和されてくる。 
 

y = axb 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

⑤指数近似 

指数近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、過去の実績が増加傾向の場合は計画年数が進むにつれて次第にその増加傾向が強調され、反対に

減少傾向にあるときは計画年数が進むにつれて次第にその減少傾向が緩和される傾向がある。 
 

y = aebx 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

⑥ロジスティック近似 

ロジスティック近似による推計式は、以下の式によって表される。ロジスティック曲線は人口増加の法則の研究

から導かれたもので、人口の増加速度は、その時の人口の大きさに比例しても、同時にそのときの人口の大きさに

関係する抵抗を受けるという理論によって定式化されたものである。線形近似と同様、過去の実績とその年度にお

ける yの残差が最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、あらかじめ求めようとする値の最大値（又は最小値）を設定し（＝K値）、その値に漸近していく

ような曲線を描くことができる。K 値をあらかじめ適正に設定することができれば、比較的妥当な推計値を算出す

ることが出来る。また、K 値をあらかじめ設定しない場合は、過去の実績値から飽和値を求め、その値に漸近して

いく曲線となる。 
 

y ＝ K／(1＋ea-bx) 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

K：過去の実績値から求められる飽和値 

a、b：変数 

e：自然対数の底（＝2.71828…） 
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エ 各ごみ種別の推計結果 

(ア) 家庭系 燃やせるごみ 

ごみ減量目標を 20%削減とします。 

   
 

(イ) 家庭系 燃やせないごみ 

分別啓発等その他の方法により20%削減する目標とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ全量

について行うため、「燃やせないごみ（収集・直搬）」と「その他の金属（集団回収）」の和について行います。 

   
 

(ウ) 家庭系 缶・びん・ペットボトル 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「資源ごみ（収集）」、「アルミ缶（集団回収）」、「スチール缶（集団回収）」、

「生きびん（集団回収）」、「カレット（集団回収）」の和について行います。 
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(エ) 家庭系 粗大ごみ 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

(オ) 家庭系 新聞紙 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「新聞紙（収集）」と「新聞（集団回収）」の和について行います。 

   
 

(カ) 家庭系 雑誌・雑がみ 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ全量

について行うため、「雑誌・雑がみ（収集）」と「雑誌・雑がみ（集団回収）」の和について行います。 
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(キ) 家庭系 段ボール 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「段ボール（収集）」と「段ボール（集団回収）」の和について行います。 

   
 

(ク) 家庭系 紙パック・牛乳パック 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「紙パック（収集）」と「牛乳パック（集団回収）」の和について行います。 

   
 

(ケ) 家庭系 布類・古布 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「布類（収集）」と「古布（集団回収）」の和について行います。 
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(コ) 家庭系 一斉清掃ごみ 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計結果のうち、可燃系と不燃系の比

率については平成 30 年度の実績値（可燃系：不燃系＝55.2%：44.8%）を用いて按分します。 

   
 

(サ) 家庭系 店頭回収 

トレンド推計による推計値（横這い傾向）とします。 

   
 

(シ) 家庭系 小型電子機器等 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 
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(ス) 家庭系 廃油（天ぷら油） 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

(セ) 事業系 燃やせるごみ 

分別啓発等その他の方法により、20%削減する目標とします。 

   
 

(ソ) 事業系 燃やせないごみ 

分別啓発等その他の方法により20%削減する目標とします。 

   
 

(タ) 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水汚泥 

新ごみ処理施設供用開始以降は、下水汚泥の処理は行わないこととします。   
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(チ) 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水し渣 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

(ツ) 産業廃棄物 燃やせるごみ 自己搬入（植物性残渣） 

トレンド推計による推計値（横這い傾向）とします。 

   
 

(テ) 産業廃棄物 燃やせないごみ 畳（イグサとプラ） 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。 

   
 

(ト) 下水汚泥由来燃料等 

新ごみ処理施設供用開始以降は、下水汚泥由来燃料等の投入は行わないこととします。 
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オ 将来の処理フロー（プラスチック製容器包装を分別しない場合） 

以下に計画目標年次（令和 15年(2033年)度）における処理フローを示します。 

 
図 2 将来ごみ処理フロー（令和 15年(2033年)度目標値）【プラスチック製容器包装を分別しない場合】  

可燃物

50,895 t

1,143 t
10.3%

8,507 t
1,816 t
4,283 t
2,409 t
78,408 t

1,365.4 kg/日
498 t

7,472 g/事業所・日
7,832 g/事業所・日

27,014 t
391 g/人・日
436 g/人・日

総資源化量
中間処理後資源化量

集団回収量
直接資源化量

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計

総排出量（集団回収除く）
1人1日当たり排出量（資源ごみ除く）

1人1日当たり燃やせるごみ量
総排出量（集団回収除く）

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く）
1事業所1日当たり燃やせるごみ量

総排出量
1日当たり排出量

最終処分量

再生利用量

家庭系-カレット
（集団回収） 53 t

家庭系-古布
（集団回収） 195 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 3 t
びん・缶・その他金属

（集団回収）

177 t 民間事業者 177 t
資源化

家庭系-アルミ缶
（集団回収） 107 t
家庭系-スチール缶
（集団回収） 12 t

家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

排出量

家庭系ごみ

事業系ごみ

産業廃棄物

リサイクル率

民間事業者 5,530 t
資源化

家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 949 t
家庭系-段ボール
（集団回収） 799 t
家庭系-牛乳パック
（集団回収） 14 t

家庭系-布類
（収集） 154 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 2,149 t
家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

4,106 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 434 t
家庭系-段ボール
（収集） 337 t
家庭系-紙パック
（収集） 2 t

家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）
53 t 民間事業者 53 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 498 t
家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,425 t 民間事業者

家庭系ごみ - 店頭回収
897 t 民間事業者 897 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等
34 t 民間事業者 34 t

資源化

未処理分

家庭系ごみ -
プラスチック製容器包装

0 t 0 t 0 t
容器包装プラスチックからの資源物

（資源化）

燃やせないごみ等 - 資源系家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

2,640 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ
643 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,640 t

家庭系ごみ -
びん・缶・ペットボトル

2,640 t

家庭系ごみ -
 一斉清掃ごみ（不燃）

299 t

1,816 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの

資源物（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 12 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ
12 t産廃-直接埋立 0 t

燃やせないごみ等 - 破砕系家庭系-燃やせないごみ
（直搬）

4,685 t

1,111 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 732 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ
1,242 t 0.0 t

事業系-燃やせないごみ
（直搬） 510 t

1,225 t

直接埋立

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,375 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ

3,600 t

家庭系ごみ - 小動物の死体
8 t

5,477 t

1,143 t

家庭系ごみ -
一斉清掃ごみ（可燃）

369 t

32 t

不燃・粗大・びん缶ペットからの不燃・不適物

産廃-下水汚泥 0 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ
487 t 明石市一般廃棄物最終処分場

産廃-下水し渣 224 t
産廃-自己搬入（植物性残渣） 262 t

事業系-燃やせるごみ
（直搬） 3,629 t
事業系-燃やせるごみ
（許可） 22,143 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ
25,772 t

家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 58 t
燃やせるごみ

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 42,295 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ
42,353 t

74,465 t
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カ 将来の処理フロー（プラスチック製容器包装を分別する場合） 

以下に計画目標年次（令和 15年(2033年)度）における処理フローを示します。プラスチック製容器包装の排出量（見込）は、平成 28～平成 30年度

のごみ質分析結果（湿ベース）における「軟質ビニール・軟質合成樹脂」の比率の平均値（＝12.45%）の約半分が分別排出されるとして算出した。また、

プラスチック製容器包装の選別処理において、90%が資源化可能なもの、残り 10%は資源化不適（可燃物）と想定した。 

 
図 3 将来ごみ処理フロー（令和 15年(2033年)度目標値）【プラスチック製容器包装を分別する場合】 

 

可燃物

50,895 t

1,143 t
13.1%

10,794 t
4,103 t
4,283 t
2,409 t
78,408 t

1,365.4 kg/日
498 t

7,472 g/事業所・日
7,832 g/事業所・日

27,014 t
367 g/人・日
413 g/人・日

総資源化量
中間処理後資源化量

集団回収量
直接資源化量

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計

総排出量（集団回収除く）
1人1日当たり排出量（資源ごみ除く）

1人1日当たり燃やせるごみ量
総排出量（集団回収除く）

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く）
1事業所1日当たり燃やせるごみ量

総排出量
1日当たり排出量

最終処分量

再生利用量

家庭系-カレット
（集団回収） 53 t

家庭系-古布
（集団回収） 195 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 3 t
びん・缶・その他金属

（集団回収）

177 t 民間事業者 177 t
資源化

家庭系-アルミ缶
（集団回収） 107 t
家庭系-スチール缶
（集団回収） 12 t

家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

排出量

家庭系ごみ

事業系ごみ

産業廃棄物

リサイクル率

民間事業者 5,530 t
資源化

家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 949 t
家庭系-段ボール
（集団回収） 799 t
家庭系-牛乳パック
（集団回収） 14 t

家庭系-布類
（収集） 154 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 2,149 t
家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

4,106 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 434 t
家庭系-段ボール
（収集） 337 t
家庭系-紙パック
（収集） 2 t

家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）
53 t 民間事業者 53 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 498 t
家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,425 t 民間事業者

家庭系ごみ - 店頭回収
897 t 民間事業者 897 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等
34 t 民間事業者 34 t

資源化

未処理分

家庭系ごみ -
プラスチック製容器包装

2,541 t 0 t 2,287 t
容器包装プラスチックからの資源物

（資源化）

燃やせないごみ等 - 資源系家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

5,181 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ
643 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,640 t

家庭系ごみ -
びん・缶・ペットボトル

2,640 t

家庭系ごみ -
 一斉清掃ごみ（不燃）

299 t

1,816 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの

資源物（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 12 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ
12 t産廃-直接埋立 0 t

燃やせないごみ等 - 破砕系家庭系-燃やせないごみ
（直搬）

4,685 t

1,111 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 732 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ
1,242 t 0.0 t

事業系-燃やせないごみ
（直搬） 510 t

1,225 t

直接埋立

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,375 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ

3,600 t

家庭系ごみ - 小動物の死体
8 t

5,731 t

1,143 t

家庭系ごみ -
一斉清掃ごみ（可燃）

369 t

32 t

不燃・粗大・びん缶ペットからの不燃・不適物

産廃-下水汚泥 0 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ
487 t 明石市一般廃棄物最終処分場

産廃-下水し渣 224 t
産廃-自己搬入（植物性残渣） 262 t

事業系-燃やせるごみ
（直搬） 3,629 t
事業系-燃やせるごみ
（許可） 22,143 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ
25,772 t

家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 58 t
燃やせるごみ

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 39,753 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ
39,811 t

72,178 t
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【参考：災害廃棄物発生量の想定】 

災害廃棄物量の推計は、「災害廃棄物対策指針」(平成 30年 3月、環境省大臣官房廃棄物・リサイ

クル対策部)に示された方法を参考とします。推計のフロー及び結果を以下に示します。 

 
 

 
これらのうち、新施設の処理対象となりうる災害廃棄物の全量は、上表の「可燃物」及び「柱角

材」（合計 107,630t）です。 

【前提条件】 

(1) 想定する災害： 南海トラフ巨大地震による揺れ・液状化・火災・土砂災害・津波 

（最も全壊棟数が多く想定されている「冬 18時」の推計結果を用いる。） 

(2) (1)によって起こる建物被害の種類： 全壊、半壊、床上浸水・床下浸水 

(3) (2)の被害で発生する災害廃棄物の種類： 可燃物、不燃物、コンがら、金属、柱角材 

(4) 対象区域： 明石市内 

①建物被害の予測 

(1) 揺れによる建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、揺れによる被害棟数を用いる。 

(2) 液状化による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、液状化による被害棟数を用い

る。 

(3) 火災による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、火災による被害棟数を用いる。 

(4) 土砂災害による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、土砂災害による被害棟数を用い

る。 

(5) 津波による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、津波による被害棟数を用いる。 

(6) 津波による浸水被害棟数(床上／床下) 

兵庫県想定の、浸水による被害棟数と、平成 26

年 10月 1日の明石市世帯数 120,864世帯から換

算した、被害想定世帯数を用いる。 

 

 
※出典：兵庫県「南海トラフ巨大地震・津波(M9.0)の被害想定結果」 

②災害廃棄物の発生原単位の設定 

(1) 建物被害種類別(全壊(揺れ・液状化等)／全壊(火災)／半壊)の災害廃棄物発生量原単位 

(2) 揺れ・液状化・津波により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

(3) 火災により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

(4) 浸水により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

上記(1)～(4)は、災害廃棄物対策指針で設定されている。 

それらを掛け合わせた、以下の原単位を用いる。 

①の(1)～(5)で求めた建物被害棟数 × ②で設定した発生原単位 ＝災害廃棄物発生量＝   
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